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【１】「知的財産推進計画 2023」について（内閣府知的財産戦略推進事務局） 

【２】不正競争防止法等の一部を改正する法律（令和 5 年 6 月 14 日法律第 51 号） 

  （特許庁） 

【３】新規コンテンツリリースのお知らせ（INPIT） 

【４】「ジェトロ中小企業等外国出願支援事業」募集のお知らせ（第２回）  

  （ジェトロ） 

【５】外国出願「中間応答」費用の助成（中小企業等外国出願中間手続支援事業）  

  公募開始のご案内（ジェトロ） 

■…━…━…━…━…━…━…━イベント情報━…━…━…━…━…━…━…■  

【６】令和 5 年度特実高度検索用端末講習会（大阪）（INPIT） 

【７】特許明細書作成実務～広くて強い特許を取るための明細書を書く～ 

  （発明推進協会） 

【８】法体系の違いからみた外国商標制度の特記事項とリスク対策～国際登録、  

  米・欧・中・各国商標制度の特殊性と対応策～（発明推進協会） 

【９】ものづくり企業のためのブランディングセミナー（岡山県産業振興財団）  

【１０】「新入社員・担当者向け知的財産セミナー」7/14 開催のご案内 

  （INPIT 山口県知財総合支援窓口） 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■  

【１１】【知財コラム】 パテントＧＯ！ 

  「伝統工芸品・工業製品の原産地・サービス提供地の地理的表示」  

   日本弁理士会中国会 弁理士 久保 雅裕 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■  

【１２】J-PlatPat メンテナンスのお知らせ（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

２．内 容 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

【１】「知的財産推進計画 2023」について（内閣府知的財産戦略推進事務局） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

「知的財産推進計画 2023」が 6 月 9 日（金）に知的財産戦略本部会合（第 52 回） 

にて決定されましたのでお知らせいたします。下記ウェブサイトをご覧ください。  

 

▽「知的財産推進計画 2023」▽ 

～多様なプレイヤーが世の中の知的財産の利用価値を最大限に引き出す社会に向けて～  

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku_kouteihyo2023.pdf 

 

▽「知的財産推進計画 2023」概要▽ 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku2023_gaiyou.pdf 



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

【２】不正競争防止法等の一部を改正する法律（令和 5 年 6 月 14 日法律第 51 号） 

  （特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

令和 5 年 3 月 10 日に閣議決定された、「不正競争防止法等の一部を改正する法律  

案」は令和 5 年 6 月 7 日に可決・成立し、6 月 14 日に法律第 51 号として公布さ 

れました。この法律においては、商標法等（特許法、実用新案法、意匠法、商標  

法、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律等）の一部が改正されていま  

す。 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/sangyozaisan/fuseikyousou_2306.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

【３】新規コンテンツリリースのお知らせ（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

（独）工業所有権情報・研修館(INPIT)は、e-ラーニングサイト「IP ePlat」に 

て、スタートアップのエキスパート、山本飛翔弁護士と INPIT 職員の対談動画 

「ディープテック系スタートアップの成長と知財・法務」(第 2 回)をリリースし 

ました。今回は企業の知財戦略をテーマに、INPIT 職員が山本弁護士に質問をぶ 

つけています。 

 ※毎月第 2、第 4 水曜日に順次公開予定。 

 

知財への理解がさらに深まる動画になっておりますので、ぜひご視聴ください。  

YouTube にも投稿しておりますので、お好きなフォーマットでぜひご確認くだ  

さい。(※対談内容は同一です) 

 

▽令和 5 年 6 月コンテンツリリースのお知らせ URL▽ 

https://www.inpit.go.jp/jinzai/topic/info_20230605.html 

 

▽YouTube の URL▽ 

https://www.youtube.com/watch?v=r91VhtSovjc 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

【４】「ジェトロ中小企業等外国出願支援事業」募集のお知らせ（第 2 回） 

  （ジェトロ） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

外国出願にかかる費用の半額を助成します。 

中小企業等の諸外国での戦略的な産業財産権の取得に向けた外国出願を支援する  

ため、中小企業等が海外で国内出願（特許、実用新案、意匠、商標）と同じ内容  

を出願する場合に、これにかかる費用の半額を助成します。 

 

【応募受付期間】 

第 2 回 7/3(月)～7/14(金) 17 時 



 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【５】外国出願「中間応答」費用の助成（中小企業等外国出願中間手続支援事業）  

  公募開始のご案内（ジェトロ） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

外国特許出願の中間応答にかかる費用の 1／2 を助成します。 

海外の特許出願について、出願国での審査の結果、拒絶の理由があると判断され  

ると拒絶理由通知が出されますが、権利化のためには、これらの拒絶理由を解消  

するための「中間応答」の手続きが必要です。外国へ特許出願を行った案件で、  

拒絶理由通知を受領し、応答を検討している中小企業者等に対し、その経費の 

1／2 を助成します。 

 

【応募受付期間】 

6/12(月)～11/30(木) 17 時（厳守） 

 ・応募は期間中、随時受け付け、申請日から 2 週間を目処に採否を決定、通知 

  します。 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_prosecution_2.html 

■…━…━…━…━…━…━…━イベント情報━…━…━…━…━…━…━…■  

イベント情報については、以下の中国地域知的財産戦略本部 HP のイベントカレ 

ンダーを随時更新しておりますので、こちらもご活用ください。  

  

▽中国地域知的財産戦略本部 HP イベントカレンダー▽ 

https://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/event/index.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

【６】令和 5 年度特実高度検索用端末講習会（大阪）（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

INPIT-KANSAI では、特許庁の審査官が用いる端末とほぼ同等の機能を有する  

「高度検索用端末」により、未公開情報を除く国内外特許文献のサーチを快適  

なレスポンスで行える閲覧サービスを提供しております。 

高度検索用端末の機能と操作方法をより多くの方にご理解いただくため、令和  

5 年度高度検索用端末講習会を以下のとおり開催いたします。 

 

【開催日時】7/21(金)10:00-12:00（第 4 回） 

  ※講習会のお申込みは前日 17 時に締め切ります。 

【開催場所】INPIT-KANSAI 高度検索用端末利用室 

  大阪市北区大深町 3－1 グランフロント大阪ナレッジキャピタルタワーC9 階 

【募集人数】5 名 

【受 講 料】無料 



 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.inpit.go.jp/kinki/event/05fy_koudokensaku.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

【７】特許明細書作成実務～広くて強い特許を取るための明細書を書く～  

  （発明推進協会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

特許明細書作成においては、ただ特許取得を目指せばいいのではありません。  

質のいい特許（広くて強い特許）の取得を目標にする必要があります。  

広くて強い特許を取得するためには、５つのポイントを踏まえた考え方のテク  

ニックが必要です。その第一歩として、まず発明の本質を的確に把握すること  

が重要です。さらに、発明の本質を把握したのち、適切に文章化していきます。  

その際には、特許活用を意識した書き方や、読み手である審査官側の考え方、  

心情を踏まえた書き方が有効になります。講義ではこれらの方法を具体的に解  

説していきます。また、ミニ演習を通じて、発明の本質の捉え方や、特許請求  

の範囲を記載する上での留意点などを実感していただきます。 

知財実務担当者および法務担当者におすすめの講座です。 

 

【日  時】7/12(水)、7/19(水) 13:30～16:30 

【受 講 料】会員 17,850 円／一般 21,000 円（※税込） 

【問合せ先】(一社)発明推進協会 研修チーム TEL:03-3502-5439 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

http://www.jiii.or.jp/kenshu/2023/0712.pdf 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【８】法体系の違いからみた外国商標制度の特記事項とリスク対策～国際登録、  

  米・欧・中・各国商標制度の特殊性と対応策～（発明推進協会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

経済のグローバル化により、大企業のみならず、中小企業も海外進出を余儀なく  

されています。海外での商品の生産、販売、流通には自社商標の登録が不可欠で  

す。 

本講座では、まず、外国商標出願、調査の基本について、商標の種類、商品・役  

務の記載方法（例：namely と in particular の違い）を踏まえて解説します。 

次に、法体系の違い、法改正の動向を踏まえて（米国同様に使用義務強化を図る  

中国、ミャンマー等）、各国商標制度の特記事項と対応策について、最新の改正  

情報を含め解説します。 

最後に、復習の意味で、外国商標制度の項目毎（横串）に、日本にはない特殊な  

制度を中心に、各国制度をテンポよく紹介します。本講座を受講することにより、  

各国バラバラな外国商標制度について、最新の情報に基づき、法体系を踏まえて 

立体的に効率よく学習することができます。  

 

【日  時】7/13(木)、7/14(金) 13:30～16:30 



【受 講 料】会員 17,850 円／一般 21,000 円（※税込） 

【問合せ先】(一社)発明推進協会 研修チーム TEL:03-3502-5439 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

http://www.jiii.or.jp/kenshu/2023/0713.pdf 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

【９】ものづくり企業のためのブランディングセミナー（岡山県産業振興財団）  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

この度、岡山県と当財団ではデザインを活用した新しい自社商品を開発したい、  

自社商品について見直したい、そういった方々に向けてデザインを効果的に活用  

する方法をご紹介し、自社商品開発に活かしていただくきっかけとしていただく  

ため、以下のとおり「ものづくりデザイン活用セミナー」を開催します。  

また、岡山県では企業自身の強みを生かした商品企画を応援するために「 Session 

岡山商品開発実践プログラム」を実施しております。 

セミナー後半では当該プログラムの説明会も予定しておりますので、自社商品開  

発にご興味のある方は是非ご参加ください！ 

 

【開催日時】7/5(水) 15:00～16:45 

【開催方法】会場・WEB のハイブリッド開催 

  ※当日は、製品の展示もございますので、ぜひ会場へお越しください。  

【会  場】テクノサポート岡山 大会議室（岡山市北区芳賀 5301） 

【対  象】商品・サービスの開発を検討している岡山県内の事業者 

  ※ものづくり事業者様以外でも参考として頂ける内容となっております。  

【参 加 費】無料 

【定  員】現地 50 名／オンライン 定員なし 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.optic.or.jp/okayama-ssn/event_detail/index/2928 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

【１０】「新入社員・担当者向け知的財産セミナー」7/14 開催のご案内 

  （INPIT 山口県知財総合支援窓口） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

来る 7 月 14 日（金）に有限会社山口ティー・エル・オー、INPIT 山口県知財総合 

支援窓口、一般社団法人山口県発明協会との共催により「新入社員・担当者向け  

知的財産セミナー」を開催いたします。 

本セミナーでは、知的財産の基礎から特許取得のノウハウやその活用まで、多く  

の事例を交えて分かりやすく解説いたします。知財は初めてという方、新入社員  

の方には特にお勧めです。社員の知財研修にいかがでしょうか。是非この機会に 

ご参加下さい。 

皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

 

【日  時】7/14(金) 14:00～16:30 



【会  場】山口大学「志」イノベーション道場（工学部内） 

      宇部市常盤台 2 丁目 16-1 

【内  容】「知っておきたい特許制度の基礎」 

      講師 生田 容景 氏 

       山口大学知的財産センター 副センター長 准教授  

【受 講 料】無料 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/yamaguchi/news/cat2/714.html 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■  

【１１】【知財コラム】 パテントＧＯ！ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・* 

企業や個人の皆様が「知的財産」に対する興味・関心を持つとともに、知識を深  

めるきっかけにしていただくことを目的に、「知的財産」に関するコラムの連載を  

しています。最前線でご活躍される弁理士の方々によるホットな情報をお届けし  

ていますので、お楽しみください。 

（日本弁理士会 中国会にご協力いただき、月２回程度配信予定です。）  

*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・* 

■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓  

□■□「伝統工芸品・工業製品の原産地・サービス提供地の地理的表示」┃  

■□－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┃  

┃ 日本弁理士会中国会 弁理士 久保 雅裕             ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛  

当事務所から 10 分も歩くと宮島口桟橋に着く。今年の岸田首相のウクライナ訪  

問・G７サミットで衆目を集めた宮島杓子、伝統工芸品の一つとして知られる。  

地理的表示 GI（Geographical Indication）保護制度は、日本では農林水産品に限 

られているが、保護対象を工芸品・工業製品・サービス提供地の表示に拡大する 

世界の動きがある。そもそも TRIPS 協定による地理的表示保護は、農業分野へ限 

らないことが背景にある。世界知的所有権機関（WIPO）は、毎年知財に関する常 

設委員会を開き GI も一つのテーマである。昨年末、工芸品・工業製品・サービス  

商品をテーマに先行実施（予定）国（共同体）の情報共有セッションが開催され  

出席する機会を得た。そこでは、ガーナの手織り工芸品「Bolga Kente」，ブラジ 

ルのイノベーションの中心地の地理的表示「Porto Digital」，セルビア共和国の医 

療・観光サービスの地理的表示「Cigota（チゴタ）※」（高地の清廉な空気が精神 

衛生に良いとされる）が紹介され、併せて、欧州知財庁によって EU の工芸品及 

び工業製品 GI 登録制度の創設が計画されていることが報告された。EU 域外国も 

EU の GI 登録を通じて、リスボン協定批准国（日本は未批准）へ世界保護を拡大  

できるようになる。日本の GI の工芸品・工業製品の原産地あるいはサービス提 

供地の地理的表示、及び世界主義への対応は途上である。視野を広げるため GI 

の世界取り組みの進捗を弁理士へ紹介を予定するが、中国地方の工芸品・工業  

製品の原産地・サービス提供地の地理的表示 GI 登録制度のニーズを知る機会も 



いつかあればと思う。工芸品・工業製品の地理的表示 GI 登録制度創設は、所与 

の品質、評判、商品サービスの特性（品質）が基本的にその地理的起源に起因  

するものであることの審査体制（基準）が求められ、それは制度的チャレンジ  

の一つであり、準備期間が必要であろう。 

※Cigota（チゴタ）：実際の表記はラテン語で"C"の上に小さな v（ハーチェク） 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■  

【１２】J-PlatPat メンテナンスのお知らせ（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

以下の期間はメンテナンス等のため、J-PlatPat において全ての日英機械翻訳 

サービスが利用できなくなります。 

 

6/23(金) 21:00～6/26(月) 0:00（予定） 

（メンテナンス作業が終了次第、サービスをご利用いただけます。） 

 

また、停止予定日時は変更になることもありますのでご注意願います。 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/ 

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏  

 本メールサービスの内容等に対するお問合せ、ご意見、ご要望、また本メール  

 サービスの配信の希望、中止及び配信先の変更等はこちらへお願いします。  

 

 中国地域知的財産戦略本部事務局 

 経済産業省 中国経済産業局 地域経済部 産業技術連携課 知的財産室 

 住 所：〒７３０－８５３１ 広島市中区上八丁堀６番３０号 

 TEL：（０８２）２２４－５６８０ 

 E-mail: bzl-cgk-tokkyo アットマーク meti.go.jp 

         (お願い)上記「アットマーク」を「@」に変更してください。 

 ＵＲＬ：https://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/mail_mz/index.html 
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